
 

 

「ＩＣカード乗車券取扱規則に関する特約」新旧対照表 

 

現行版 改定版 

「ＩＣカード乗車券取扱規則に関する特約」 

 

（個人情報の取扱い） 

第７条 モバイルＩＣ乗車券にかかわる個人情報の取扱いは、会員規約等の定めるところによる。ただし、モバイ

ルＩＣ定期乗車券等の定期乗車券機能等に関し当社が取得した個人情報は、次の各号の目的のために利用

することがある。  

（１）モバイルＩＣ定期乗車券等にかかわる申込内容の確認 

（２）モバイルＩＣ定期乗車券等の使用等にかかわる連絡 

（３）定期乗車券機能等の発売事業者の規則等に基づく、当該モバイルＩＣ乗車券にかかわるサービスの

実施、改善およびご利用状況の分析 

２ 旅客がモバイルＩＣ乗車券を当社以外のＩＣ取扱事業者で使用等する場合、当該事業者からの照会に応

じ、前項各号の範囲内で知らせることがある。 

 

「ＩＣカード乗車券取扱規則に関する特約」 

 

（個人情報の取扱い） 

第７条 モバイルＩＣ乗車券にかかわる個人情報の取扱いは、会員規約等の定めるところによる。ただし、モバイ

ルＩＣ定期乗車券等の定期乗車券機能等に関し当社が取得した個人情報は、次の各号の目的のために利用

することがある。  

（１）モバイルＩＣ定期乗車券等にかかわる申込内容の確認 

（２）モバイルＩＣ定期乗車券等の使用等にかかわる連絡 

（３）定期乗車券機能等の発売事業者の規則等に基づく、当該モバイルＩＣ乗車券にかかわるサービスの

実施、改善およびご利用状況の分析 

２ 旅客がモバイルＩＣ乗車券を当社以外のＩＣ取扱事業者で使用等する場合、当該事業者からの照会に応

じ、前項各号の範囲内で知らせることがある。 

 

３ 旅客が、株式会社パスモが定めるアプリケーションソフトを用いてモバイルＩＣ定期乗車券を利用する

場合、当該アプリケーションソフトの開発会社およびその関係会社（併せて、以下「開発会社等」という。）

に対し、モバイルＩＣ定期乗車券に係る発行会社・区間名・乗車駅名称・降車駅名称・券種・期間・使用開

始日・使用終了日・運賃・継続・経由・発行日および券番号等の個人情報を、株式会社パスモが定める会員

規約第８条第１項（利用目的）コ．（次に掲げる第三者提供）④の関連として当該規約に定める開発会社等

における利用目的のためその他これらと関連性を有する目的のために、旅客が提供しようとする場合には、

旅客に代わって当社が当該開発会社等に当該個人情報を提供するものとし、旅客は同意するものとする。 

 

４ 前項による開発会社等への個人情報の提供について、当社は株式会社パスモへ委託するものとする。 

 

 

  


